
 

 

 

 

令和８年度前橋市経営計画実行補助金交付要項 

令和８年４月１日から適用 

取扱担当課 

 前橋市役所産業政策課（前橋市役所 本庁舎） 

         電話 ０２７－８９８－６９８３（直通） 

            ０２７－２２４－１１１１ 

         電子メールアドレス kougyou@city.maebashi.gunma.jp 

 

この補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。 

交付目的  事業拡大、販路拡大を目的とした経営の見直し又は事業継続、

事業拡大を目的とした人材獲得のため、事業者が前橋商工会議

所、前橋東部商工会又は富士見商工会による経営支援を受けて経

営計画の策定又は見直しを行った場合に、その経営計画の実行に

係る費用の一部を補助することにより、市内事業者の経営を支援

し、もって本市産業の活性化を図ることを目的とする。 

 

内

容 

用 語 の

定義 

１ 中小企業者 

中小企業基本法「昭和３８年法律第１５４号」第２条に規定

する中小企業者をいう。 

２ 事業所 

  事業者が自らの事業の活動場所として使用し、他社に賃貸す

る目的以外の建物等。 

補 助 対

象者 

次の全てに該当するものとする。 

 

１ 市内で１年以上継続して業を営み、その業による収益を得て

いる個人事業主及び中小企業者(株式会社、特例有限会社、合名

会社、合資会社、合同会社、士業法人、協同組合等)。または、

市内で創業後事業実績が1年未満であるが、現在その業による収

益を得ている個人事業主及び中小企業者(株式会社、特例有限会

社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人、協同組合等)で

あって、前橋市創業支援事業等計画における特定創業支援等事

業の支援を受け、その証明書を取得しているか、あるいは、令

和９年２月２６日までに特定創業支援等事業の支援を受けたこ

との証明書を取得できる者。 

ただし、次に掲げる業種の事業者を除く。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第２条に規定するもの。 

 (2) 日本標準産業分類（統計法（平成１９年法律第５３号）第

２条第９項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日

本標準産業分類をいう。）のうち、次に掲げるもの。 

  ア Ａ－農業、林業 

  イ Ｂ－漁業 

  ウ Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業 



 

 

  エ Ｏ－教育、学習支援業のうち、中分類８１－学校教育 

  オ Ｐ－医療、福祉 

  カ Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）のうち、中分

類９３－政治・経済・文化団体、９４－宗教、９５

－その他サービス業、９６－外国公務 

  キ Ｓ－公務（他に分類されるものを除く。） 

  

 ※ 大分類Ａ－農業、林業およびＢ－漁業を営む者で、かつ、

他者から仕入れた商品を販売する事業を行っている者にあっ

ては大分類I－卸売業・小売業、自身で生産、捕獲・採取した

農水産物を加工により付加価値をつけて販売する事業を行っ

ている者にあっては大分類Ｅ－製造業との兼業事業者とみな

す。 

 

 ※ 上記について、(2)に掲げる業種の事業者であって、同時に

(1)(2)どちらにも該当しない業種（以下、「対象業種」とい

う。）を営む兼業事業者の場合、申請事業の内容が対象業種

の販路拡大を目的としたものであれば対象となる。 

 

※  前橋商工会議所、前橋東部商工会または富士見商工会の会

員事業者以外であっても当補助金の申請をすることができ

る。 

 

２ 市税を完納しているもの 

 

３ 令和４、５または６年度前橋市経営計画実行補助金の交付を

受けた者にあっては、別に定める期日までに支援機関のフォロ

ーアップを受け、市に報告が済んでいるもの。 

 ※令和７年度前橋市経営計画実行補助金の交付を受けている事業

者は対象外。 

 

４ 暴力団排除に関する要件 

 次に掲げる事項の全てに該当すること。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）でないこと。  

(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう以

下同じ。）でないこと。 

(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者

でないこと。 

(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている

者でないこと。 

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用



 

 

するなどしている者でないこと。 

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供

与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力

し、又は関与している者でないこと。 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当

に利用している者でないこと。 

(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 

 

交 付 の

対 象 と

な る 事

業 及 び

経費 

１ 対象事業 

次のいずれにも該当するものとする。 

  (1) 前橋商工会議所、前橋東部商工会または富士見商工会の支

援を受けながら、財務状況を含めた自社分析を行い、策定・

見直しを行った、計画期間３年間から５年間までの事業計画

（以下、「計画」という。）に位置付けた事業であって、販

路開拓又は事業継続のための人材獲得等に資するもの。 

（2）交付決定以降に着手し、令和９年２月２６日までに完了

し、報告を行うことができる事業。 

ただし、市長がやむを得ないと判断する特別の事情がある

と認める場合は、この限りではない。また、広報費のうち見

本市等にかかる出展小間料および装飾費に限っては、令和９

年３月３１日まで対象とし、交付決定前の発注、契約及び支

払いを認める。 

 (3) 対象経費について他の補助を受けない事業。 

 ※ 販路開拓等とは、販路開拓、機会損失の低減を含む顧客開

拓を指す。販路開拓等の側面がなく、省エネルギー化等によ

るコストダウンのみを目的とした事業は対象外。 

 

２ 対象経費 

 (1) 広報費 

   対象事業のうち、補助対象者の広報に要する経費であっ

て、次に掲げるもの。 

   ・チラシ・ポスター等の作成費及び配布経費 

   ・のぼり・看板の作成費及び設置費 

・新聞・インターネット等の広報媒体の利用に要する経費 

・Ｗｅｂサイト構築・刷新にかかる経費 

・求人マッチングサイトの登録費用 

・令和９年３月３１日までに開催される見本市や合同企業

説明会等にかかる出展小間料および装飾費 

 (2) 賃借料 

対象事業に直接必要な機器、設備、事業所の賃借に要する

経費であって、次に掲げるもの。ただし、補助事業実施期間

内に賃借開始したものであって、当該期間内にかかる経費に

限る。スタートアップオフィス支援補助金交付要項で対象経

費となり得る経費は対象外。 



 

 

   ・機器・設備等のリース料 

・会議室・イベントスペース等の会場借り上げ料 

・計画に基づいて新たに契約する市内事業所の賃料 

 (3) 委託外注費 

   対象事業のうち、他に該当しない経費であって、計画遂行

に不可欠な業務の一部を第三者に委託・外注するもの。 

  ※ただし、設備導入を伴う委託外注については、工事費用の

みを対象とする。 

 (4) 設備備品費 

   対象事業のうち、耐用年数１年以上で設備備品取得価額が

税込１０万円以上の設備・備品の購入に係るもの。 

  ※ただし、設備備品費のみの事業については対象外とする。 

  設備備品費については広報費の１/２を補助上限とする。 

 

３ 対象外経費 

 (1)補助事業の目的に合致しないもの 

 (2)必要な経費書類を用意・提出できないもの 

 (3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの 

ただし、広報費のうち見本市等にかかる出展小間料および装

飾費に限っては、交付決定前の申し込み、契約、支払いを認

める。 

 (4)自社内部の取引、人件費、仕入れにかかるもの 

 (5)消費税等の公租公課 

 (6)汎用性があり目的外使用になり得るもの（例：車両、消耗

品、パソコン、事務用プリンター、タブレット端末、ウェア

ラブル端末、カメラ、電話機、家庭及び一般事務用ソフトウ

ェア、家具家電・エアコン・LED照明、冷凍冷蔵庫導入または

更新にかかる経費等）の購入費 

（7）販路開拓・採用活動等の直接的な効果が見込めないもの

（外構工事、模様替え等）にかかる経費 

(8)譲渡、交換、貸し付け、又は担保を目的とした事業 

(9)３親等以内の親族、親会社、子会社、グループ会社等関連会

社（資本関係にある会社、役員を兼務している会社等）に支

出する経費 

※ 申請者が自ら設備を施工する場合の補助対象経費は、必要

な物品の購入（工事に係るものを含みます。）に係る経費の

みとする。 

交 付 金

額 

予算の範囲内で、補助対象経費の３分の２以内、補助金の上限

額は２０万円とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てる。 



 

 

交 付 条

件 

１ この補助金の利用は、現在前橋商工会議所・前橋東部商工会

または富士見商工会の支援を受けており、補助事業終了後につ

いても、計画期間中の３～５年間にわたり継続的な支援を受け

る意思があるものに限る。 

２ 補助対象者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査に

応じることを求められた場合は、これに応じなければならな

い。 

３ 補助対象経費は口座振込で支払うこととし、令和９年２月２

６日までに決済を終えることとする。これについて通帳等の写

しまたは入出金明細により支出済みであることを証明するこ

と。 

 やむを得ず現金・現金振込で支払う場合は、必要な額の印紙を

貼付した領収証の写しが必要。 

  小切手、約束手形またはクレジットカードでの支払いは、令

和９年２月２６日までに全額決済されている（申請者の預金口

座から全額引き落とされている）ことが証明できる場合に限り

認めることとする。 

ただし、市長がやむを得ないと判断する特別の事情があると認

める場合は、この限りではない。 

４ 補助対象者又は補助対象者の団体の役員等は、暴力団（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員

（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴

力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（以下

「暴力団等」という。）に該当しないものとする。 

５ 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした

書類、帳簿等を常備し、事業終了後５年間保存し、提出を求め

られた場合は、これに応じなければならない。 

６ 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した

次の財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しては

ならない。ただし、補助対象者が補助金の全部に相当する金額

を市に返還した場合並びに補助金の交付の目的及び当該財産の

耐用年数を勘案して市長が認める期間を経過した場合は、この

限りではない。 

 (1) 設備備品 

 (2) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため、特に必

要があると認めるもの 

７ 補助対象者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市

規則第３４号）、本要項及び交付決定通知書に記載の交付条件

を遵守し、事業を行わなければならない。 

８ 補助対象者は、発注する業者の選定にあたっては、市内事業

者（前橋市内に本店・支店を有する者）を対象としなければな

らない。ただし、市内業者では施工できない工事や市内業者で

は取り扱いのない設備等の発注など、やむを得ない事由と認め

られる場合は市外事業者へ発注することができるものとする。 

※ やむを得ず市内業者へ発注できない場合は、申請時に理由



 

 

書（様式第８号）を添付すること。 

 

交

付

申

請

の

手

続

等 

交 付 申

請 の 方

法 、 時

期等 

１ 申請方法 

事前相談シート（様式第 10 号）を作成し、前橋商工会議所、

前橋東部商工会または富士見商工会のいずれかの担当者と事前

面談（オンラインによるものを含む。）を行った後に、下記の

提出書類により申請すること。面談には事前予約が必要で、面

談の予約状況により、予約受付を締め切る場合がある。なお、

押印は省略することが可能。 

  随時受付（予算上限額到達時まで） 

  ただし、申請受付は令和９年１月２９日までとする。 

 

２ 提出書類 

(1) 申請チェックリスト 

(2) 交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

(3) 事業費予定内訳書（別紙２） 

(4) 補助事業内容説明書（別紙１） 

※ 補助事業内容説明書（別紙１）は必要に応じて行を加え、

図表等を含めた全体で４ページ程度とする。 

(5) 見積書（メーカー・型番記載のもの） 

(6) 理由書（様式第８号、該当する場合のみ） 

(7) 事業所在地等を証明できる書類（法人の場合は法人登記全

部事項証明書の写し） 

(8) 決算書（個人事業主の場合は確定申告書） 

(9) 支援計画書（様式第９号、支援機関が作成します） 

（10）その他市長が必要と認める書類 

【注】押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、必

要に応じ、電話等で確認を行う場合がある。 

 

３ 面談予約連絡先、及び申請書提出先 

  申請書類は、次に掲げる支援機関のうち計画策定支援を受け

た商工会議所・商工会に提出すること。 

 （1）前橋商工会議所（前橋市日吉町一丁目８-１） 

    電話 ０２７－２３４－５１１５ 

（2）前橋東部商工会（前橋市鼻毛石町１４２６-１） 

   電話 ０２７-２８３-２４２２ 

（3）富士見商工会（前橋市富士見町小暮１０４-１） 

電話 ０２７-２８８-２５９３ 

交 付 決

定 の 時

期等 

 申請書類等の審査及び調査を行い、申請受付からおよそ３０日

以内に、交付の可否、金額、条件等を決定し、通知する。補助金

の交付は予算の範囲内で行う。 



 

 

実 績 報

告 書 の

提出 

１ 令和９年２月２６日までに事業を完了し、支援機関確認を受

けたうえで、支援機関確認後３０日以内又は令和９年２月２６

日のいずれか早い日までに、次の書類により報告すること。な

お、押印は省略することが可能。また、押印を省略した場合

は、電子メールによる提出も可能。 
ただし、市長がやむを得ないと判断する特別の事情があると認

める場合は、この限りではない。 

 (1) 実績報告書（様式第５号） 

 (2) 事業費実績内訳書（別紙３） 

 (3) 補助対象経費の契約額を証明する書類の写し（請求書等） 

 (4) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し（領収書等） 

 (5) 完成写真(メーカー、型番が確認できるもの) 

 (6) その他市長が必要と認める書類 

２ 上記により提出された書類等の審査及び調査を行い、補助金

額を確定し、通知する。期日までに経費書類が提出されないも

のについては、補助金額に算入されない。 

請 求 の

方 法 、

支 払 時

期等 

１ 補助金額が確定した後、次の書類により請求すること。 

 (1) 補助金交付請求書（様式第７号） 

２ 上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支

払う。 

対 象 事

業 が 変

更 等 と

な っ た

場 合 の

手続 

 補助対象者は、補助事業について、次の各項目に該当する変更

があった場合、速やかに変更等承認申請書（様式第３号）を提出

すること。 

１ 補助対象経費等 

  補助対象経費が３０パーセント以上変更となる場合（内訳の

変更は除く）。ただし、経費が増額した場合であっても交付

決定額の増額は行わない。 

２ 代表者等 

  代表者及び所在地等が変更となる場合。 

３ その他 

発注先・購入商品の変更や実施項目の中止など、補助事業の

目的及び実施方法等について大幅な変更を希望する場合。 

変 更 等

承 認 決

定 の 時

期等 

 変更等承認申請書を受理した日から３０日以内に、承認の可否

を決定し、通知する。 

交 付 決

定 の 取

消 し 又

は 補 助

金 の 返

還 

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され

る。 

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき 

(3) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反した

とき 

２ 次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなけれ

ばならない。 

(1) 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消され



 

 

た場合、その取消しに係る部分の金額 

(2) 交付を受けた補助金額が、交付の対象となる事業及び経費

の実績額に基づき積算し、確定した金額を超える場合、その

超える部分の金額 

様

式 

申 請 書

等 の 様

式 

１ 交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

  補助事業内容説明書（別紙１） 

  事業費予定内訳書（別紙２） 

２ 交付決定通知書（様式第２号） 

３ 変更等承認申請書（様式第３号） 

４ 変更等承認通知書（様式第４号） 

５ 実績報告書（様式第５号） 

  事業費実績内訳書（別紙３） 

６ 補助金額確定通知書（様式第６号） 

７ 補助金交付請求書（様式第７号） 

８ 理由書（様式第８号） 

９ 支援計画書（様式第９号） 

１０事前相談シート（様式第１０号） 

 


